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社会保障と税の一体改革 税  務 

「格付会社」とその役割 経  営 

松下幸之助の言葉から学ぶ  コ ラ ム 

事業承継に係る相続税の納税猶予制度について（３）  事業承継 

今月の実務 

財団法人・社団法人の公益認定申請に向けて(10) 公益･社会福祉法人 

 事 業 再 生 の 現 場 か ら 事業再生 

年金受給要件～老齢年金編～ 労  務 

人間はみな持ち味が違う。枠をはめたらその人の持ち味が消える。・・・松下幸之助（松下電器創業者）  今月のことば  

    「松下幸之助の名言」より 

人間誰しも長所と欠点があるから、個性があって面白い。もし、誰もが同じロボットのようだったら、そんな人と付き合いたいと 

思うだろうか？教科書通りではなく、自分のスタイルで勝負しよう。 

◩ 平成 2 3 年 1 2 月末決算法人の法人税及び消費税の申告期限 ：平成２4年 2月29日（水） 
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監査部：坂本 修 

「 格 付 会 社 」 と そ の 役 割 

 平成23年12月21日に「株式会社 格付投資情

報センター(R&I)」が国内格付会社で初めて、

日本国債の格付けを最上位の「AAA(トリプル

A)」から「AA＋(ダブルAプラス)」に1段階格

下げしたと発表しました。 

 格下げ理由には、社会保障改革で負担増が先

送りされるほか、経済活性化への展望もないと

指摘し、消費税増税が実現しても相当の間は政

府債務残高の増大は避けられないと財政の一段

の悪化が見込まれることを挙げていました。  

２ 

 1. 格付け会社とは？ 

 そもそも「格付」とはどのようなものを指す

のでしょうか。「格付」とは、国債や社債などの

債券を発行する国や企業等の信用リスク、つまり

債務の返済が予定通りに行われないリスクを、簡

単な記号で投資家に情報提供するものです。 

 格付は、国や企業等そのものに付けられるも

のと、個別の債券などに付けられるものなどが

存在します。一般的に、ニュースや新聞等で

「格付」といわれているものは、信用リスクに

対する格付、「信用格付」を表していることが

ほとんどです。 

 2.「格付」の決定と影響力 

 格付機関は、国や企業等からの依頼により、

経営陣とのミーティング・財務分析・業界分析

などを行い、その国や企業等の信用度をある一

定の基準に基づいて、「Aaa」「AAA」などの

記号で評価します。この「Aaa」「AAA」など

と付けられた評価を「信用格付」といい、この

格付けが公表され、投資家が債券などへの投資

を行なう際の参考データとなるほか、株価などに

大きな影響力を持っています。 

 ただし、「信用格付」は格付機関の見解の相

違、方法論が微妙に異なるため、同じ国や企業

等への評価でも格付機関によって信用格付が異

なることがあり、信用格付自体は公共性を有し 

 3. 日本における格付会社 

ていますが、信用格付はあくまで投資情報の一

つで格付機関の意見であると認識すべきとされ

ています。 

  日本では、平成21年の金融商品取引法改正に

より、信用格付業についての規制が導入され、

金融庁が指定格付け機関を定めており、指定さ

れている格付け機関は以下の6社となっていま

す。 

❀株式会社 日本格付研究所 

❀ムーディーズ・ジャパン 株式会社 

❀ムーディーズSFジャパン 株式会社  

❀スタンダード＆プア－ズ・レーティング・ジャ

パン 株式会社 

❀株式会社 格付投資情報センター 

❀フィッチ・レーティングス・ジャパン 株式会社 

 4. 格付記号（日本の格付会社） 

ꜞ
☻
◒ 

低 

高 

記号 内容 主な国・地域 

AAA  信用力が高い 米国・英国 他 

AA   日本 他 

A   韓国・中国 他 

BBB  中程度の水準 ブラジル・メキシコ 他 

BB   ベトナム 他 

B   

CCC    

CC  ギリシャ 他 

C 信用力が低い  

D 
債務不履行に

陥っている 
 

(出典) 株式会社 日本格付投資情報センター 

    12月31日付公表 月次版格付一覧より抜粋 

 日本における格付機関の格付記号は次の通り

です。なお、AA格からCCC格については、上位

格に近いものにプラス、下位格に近いものにマ

イナスの表示をすることになっています。 

 次に記す表は、世界各国の格付けを表したも

のであり、中央政府が国債などの債務を返済す

る確実性(信用力)の程度を示しております。 
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税 務 

社 会 保 障 と 税 の 一 体 改 革   

 政府・与党で検討されていた「社会保障と税

の一体改革素案」が平成24年1月6日の閣議で了

承されました。今回は、この素案の中から主

だったものをいくつかピックアップしてご紹介

いたします。なお、今回ご紹介する内容は、あく

までも政府の「方針」であり、「法改正」ではありま

せん。 

監査部：田中 隆文 

 1. 社会保障改革 

 現在、非正規雇用者（パート等）の厚生年金

や企業の健康保険への加入条件は、「労働時

間・日数が、正社員のおおむね4分の3以上」と

なっています。今回の改革素案では、この加入

条件を緩和し、非正規雇用の人も加入しやすくな

るように検討されています。 

 しかし、前述の保険料は事業主と折半するた

め、フリーターや個人事業主の配偶者など国民

年金や国民健康保険料を支払っている被雇用者

は負担が減りますが、事業主にとっては負担が

増えます。このため、労働者及び事業主の双方

に与える影響を検討し、平成24年通常国会にお

いて法案が提出される見込みです。 

 2. 税制改革 

 厚生年金・被用者保険の適用拡大 

① 消費税 

 改革素案では、低所得者への年金加算や幼稚

園と保育園を一体化した施設の設置などへの財

源として、租税の増税分を当て込んでいます。 

 消費税は下記のように、段階的に引き上げら

れる方針が示されました。 

 所得のうちに食料品等の消費に回す割合が所

得の低い人ほど高く、消費税の負担を重く感じ

る「逆進性」を緩和するため、税金(所得税)の

還付と現金の給付を組み合わせた制度です。 

 実質的な制度開始は、個人の所得を正確に把

握することが前提となるため、「共通番号制度

(※)」の本格的な普及が見込まれる平成27年度

以降になる見込みです。平成26年4月の消費税

を8%に引き上げた時からしばらくは、暫定的

に低所得者に現金給付を実施する方針です。 

(※)「共通番号制度」につきましては、本誌平成23年9月号でもご紹介し

ております。併せてご確認ください。 

(http://www.dao.or.jp/pdf/2011-09.pdf 8ページ目掲載) 

② 個人所得課税 

 段階的な引き上げとなったのは、引き上げ直

前の駆け込み需要の反動に配慮し、消費落ち込

みを大きくさせないためのようです。 

5%  

8%  

10%  

現状 

平成26年4月～ 

平成27年10月～ 

【消費税増税の推移見込】 

 平成27年分の所得税から、課税所得5,000

万円超について45%の税率が設けられる見込み

です。これまでの最高税率は、1,800万円超で

40％の税率となっていましたが、特に高い所得

階層に一定の負担増を求めることにより、低所

得者に小さい税負担、高所得者に大きい税負担

という「累進性」を高める狙いがあります。 

③ 相続税 

 平成23年税制改正大綱に含まれていました

が、採決が先送りになっていました。改正素案

の内容は次の通りです。 

 また、今回の改革では、消費税増税の方針が

示されたのと同時に、「給付付き税額控除」の

導入も明記されました。 

現行 

定額控除 比例控除 

＋ × 法定相続人 5,000万円 1,000万円 

＋ × 法定相続人 3,000 万円    600 万円 素案 

 平成22年の相続税の課税割合(死亡者総数に

対する課税件数)は4.1％でしたが、改正案が可

決された場合、6％台にまで増加することが見

込まれています。 
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労務部：横浜 昭浩 

 先月号で年金には「老齢」「障害」「遺族

(死亡)」の三種類があることをご紹介致しまし

たが、それぞれ受給するには要件があります。 

 今月は「老齢」年金の受給要件について確認

していきます。老齢年金は一定の年齢に達した

場合に支給される高齢者の生活を支える年金で

すが、次の保険料納付要件を満たす必要があり

ますので注意が必要です。 

労 務 

 １．はじめに 

年 金 受 給 要 件 ～ 老 齢 年 金 編 ～ 

 2．受給要件 

４ 

◩ 老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間を満たし

ていること 

◩ 厚生年金保険の被保険者期間が１年以上あること 

◩ 支給開始年齢に達していること(生年月日によって異

なります。) 

 老齢年金は例外を除き、最低でも25年は加入

しなければなりません。また、厚生年金に加入

していた方が受けられる老齢厚生年金も老齢基

礎年金の資格期間を満たしていることが必要と

なってきています。 

 現法では自ら保険料を納付していない未納期

間は最長で2年分を遡及して納付することがで

きますが、免除の申請をしていれば10年遡及し

て納付することができます。加入期間を延ばす

ために任意加入制度もありますが、早いうちに

25年はクリアしたいものです。 

 もし、失業中や学生などで収入がないなどの

場合は、未納とせずに免除の対象となる可能性

があるので申請をすることがポイントとなりま

す。長い間、未納としてきた方でも任意加入や

特例によって老齢年金の要件を満たすこともあ

りますので、あきらめずに確認することが大切

です。 

老齢基礎年金 

 保険料納付済期間と保険料免除期間などを合

算した資格期間が、25年以上あること  

  資格期間資格期間（主なもの）（主なもの）  

① 国民年金の保険料を納めた期間 

② 国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を

受けた期間 

 ＊一部納付（免除）の承認を受けている場合は、一部

納付保険料を納めていること 

③ 昭和36年4月以後の厚生年金被保険者期間 

④ 第3号被保険者期間 

⑤ 合算対象期間（国民年金に任意加入できる方が任意加

入していなかった期間など） 

  AA ｡生年月日が昭和｡生年月日が昭和3131 年年44 月月11 日以前の方日以前の方  

 昭和31年4月1日以前生まれの方は生年月日に

よって厚生年金の加入期間が20年～24年以上ある

こと 

生年月日 加入期間 

昭和27年4月1日以前 20 年 

昭和27年4月2日～昭和28年4月1日 21 年 

昭和28年4月2日～昭和29年4月1日 22 年 

昭和29年4月2日～昭和30年4月1日 23 年 

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日 24 年 

老齢厚生年金 

 特別支給の厚生年金といい、支給開始年齢は

生年月日に応じて異なります。  

 厚生年金の加入期間(1か月以上)があって、

老齢基礎年金の資格期間を満たした場合に支給  

 3.おわりに 

  BB｡生年月日が昭和｡生年月日が昭和2626 年年44 月月11 日以前の方日以前の方  

昭和26年4月1日以前生まれの方は生年月日によっ

て男性は40歳、女性は35歳以後の厚生年金被保険

者期間が15～19年以上あること 

生年月日 加入期間 

昭和22年4月1日以前 15 年 

昭和22年4月2日～昭和23年4月1日 16 年 

昭和23年4月2日～昭和24年4月1日 17 年 

昭和24年4月2日～昭和25年4月1日 18 年 

昭和25年4月2日～昭和26年4月1日 19 年 
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財団法人・社団法人の公益認定申請に向けて(10) 

（例：財団法人。最初の評議員は選定済み。移行後の定款変更案の特別決議は未了。平成24年度に移行認定・認可

申請を行う場合。） 

公益・社会福祉法人 

 移行認定・移行認可申請における移行期限も2年を切りました。平成24年4月に移行登記をする

予定の法人は既に答申を受けているか、行政庁との打ち合わせも一通り終え、あとは本申請ボタ

ンを押すだけの状態と考えられます。一方で、平成25年4月に移行登記をする予定の法人にとっ

てはこれからが正念場となります。 

 今回は平成25年4月に移行する法人向けに理事会・評議員会・総会で上程する議案等について

スケジュールとともにご説明します。 

１．従前の事業のままで移行する場合  

＊移行認定・認可申請に関係のない規程の改正については、平成25年3月の理事会・評議員会・総会でも間に合いま

す。 

 稀なケースではありますが、一般財団・社団法人へ移行される法人の中には、新たな公益目的

事業を移行前に開始しなければ公益目的支出計画を作成することができない場合があります。 

 新規事業が現行定款(寄附行為)記載の目的・事業に該当するものであれば現行定款の変更は必

要ありません。しかし、現行定款に記載のない事業を立ち上げる場合は現行定款の目的や事業を

変更する必要が生じます。以下の例は移行前に新規事業を始める場合のものとなっております。 

2．移行前に新規事業を始める場合 

年 月 新たに公益目的事業を開始する場合 

～H24年3月 ・新規事業について行政庁と打ち合わせ 

H24年3月中 ・現行寄附行為の目的・事業変更に係る特別決議 

（理事会・評議員会開催） ・H24年度当初予算承認（新規事業に係る収支を含めるか否かは監督官庁と要相談。） 

  ＊現行寄附行為の変更については監督官庁の認可が必要 

  ＊移行後の定款変更案特別決議や各規程の改正をこのタイミングで行ってもよい。 

H24年5～6月    

（理事会・評議員会開催） 

・平成24年度補正予算承認（当初予算に新規事業の収支を計上していない場合、新規事

業の収支を追加する補正となります。） 

 ・平成23年度決算承認 

  ・移行後の定款変更の案特別決議 

  ・最初の代表理事、業務執行理事の選任（定款変更案附則に氏名記載） 

  ・役員報酬規程・会費規程等の規程についても停止条件付で改正 

H24年6月～ ・移行認可申請（行政庁との最終打ち合わせ等） 

年 月 従前の事業のままで移行する場合 

H24年3月中 ・平成24年度当初予算承認 

（理事会・評議員会開催） ＊移行後の定款変更案特別決議や各規程の改正をこのタイミングで行ってもよい。 

H24年5～6月 ・平成24年度補正予算承認 

（理事会・評議員会開催） ・平成23年度決算承認 

  ・移行後の定款変更の案特別決議 

  ・最初の代表理事、業務執行理事の選任（定款変更案附則に氏名記載） 

  ・役員報酬規程・会費規程等の規程についても停止条件付で改正 

H24年6月～ ・移行認可・認定申請（行政庁との最終打ち合わせ等） 

（例：財団法人。最初の評議員は選定済み。移行後の定款変更案の特別決議は未了。平成24年度に移行認可申請を

行う場合。） 

 詳しくは、弊社公益・社会福祉法人部までお気軽にお問い合わせください。  
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事業承継 

事業承継に係る相続税の納税猶予制度について（3） 

株式会社 さくら総合M＆Aｾﾝﾀｰ：小野 徹 

 前号では、事業承継に係る相続税の納税猶予制度について、認定を受けるための要件と認定

の取消について説明致しました。本号では、「事業承継に係る相続税の納税猶予制度について

（3）」として、「雇用の維持」ついてご説明致します。 

～経営の安全度を確認するには？～ ẓ  

Ａ：「経営安全率」を確認してください。この数値

は、損益分岐点売上高と実績売上高との差異が

実績売上高に占める割合を表します。この比率

が３０％の場合、売上高が３０％減少しても赤字

経営とはならないことを意味します。この割合が

高いほど、不況に耐える力が強いともいえます。 ※注） ＴＫＣ経営指標平成２３年指標版(黒字企業平均より） 

全産業 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食店・宿泊業 サービス業 

8.2  7.6  9.4  10.1  6.7  4.5  6.4  

×100  ＝ 経常安全率(％)  

 前号でご説明しましたように、常時雇用する

従業員が8割を下回ったときに取消要因となり

ます。  

 1．範囲及び判定基準  

 経営者が逝去した日、または、後継者が代表

者に就任した日のいずれか遅い日における常時

雇用する従業員数の数を基準として、報告基準

日（※）において、80％を下回るかどうかの判

定が行われます。 

 具体的には、厚生年金保険の標準報酬月額決

定通知書や健康保険の標準月額決定通知書など

による「従業員数証明書」によって判定されま

す。 

 従って、その判定対象となるのは、いわゆる

「正社員」が対象になるものとなります。ま

た、「役員」はその対象から外されますが、使

用人兼務役員はその対象に入れて算定します。

判定は報告基準日現在で行われますので、期中

において一時的に80％を下回っていたとしても

認定取消にならないとされていますが、雇用状

況には十分注意を払う必要があります。  

 2．範囲及び判定基準  

 現在の厳しい競争環境や急激に変動する経済

環境のもとで、相続税の申告期限から5年間、8

割の雇用維持が前提となることは、後継者に

とって大変な負担になります。 

 また、事業承継の準備が不十分であると、予

期しない出来事によってこの要件をクリアでき

ない可能性もあります。例えば、後継者である

ことの周知をしておらず、社内の理解を得られ

ず社員が退職してしまったり、承継時の従業員

の年齢が高く義務期間である5年以内に退職す

る者が多数出てしまう場合には、要件をクリア

できなくなることもあります。こういった事項

は事前の準備によってある程度回避できると考

えられますので、事業承継計画については慎重

に作成し、PDCA（計画、実行、評価、改善）

サイクルで管理を実施す

ることが重要なこととな

ると考えられます。   

※「報告基準日」とは、相続税の納税猶予の適用の認定

を受けた日の翌日から起算して１年を経過する日をい

います。   

損益分岐点売上高 

純売上高 
1－ 

＜業種別 経営安全率（単位：％）＞ 

Ｑ：売上が減少している状況なので、ど

こまで減っても大丈夫か知りたい。 
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事 業 再 生 の 現 場 か ら  

 お客さまから「企業再生」についての様々なご相談が寄せられていますが、特には法定措置

を絡めた再生の相談を受けることがあります。 

 今回は、そのようなご相談の中で、多くの経営者が疑問に思っている点をQ&Ａ形式で掲載

致します。 

事業再生 

従来の経営者がそのまま経営を続けることができ

るため、事業再生にも活用出来ます。 

 おそらく中小企業で最も多く活用するケースであ

ると思われます。 

 

裁判所の監督のもと、債務者は業務執行および

財産管理処分を継続し、債権者の同意を得て債権を

カットし、経営再建を図ることを目的として施行さ

れました。また、現在の経営陣はそのまま継続して

経営に残ることができ、株主もそのまま継続して株主

となることが出来ます。 

 

多くの経営者が誤解されていますが、民事再生

を申し立てると必ず債権がカットされるわけではあり

ません。そもそも営業利益が上がる部門が存在しな

ければ、申し立てすらできないことになります。し

たがって申し立てる第一条件は、営業利益が捻出でき

ることになります。  

 

民事再生を申し立てると、これまでの債務は一

定期間棚上げされますが、申し立て後に発生する債

務などは、通常通り全額支払うことになります。この

場合にも信用が毀損していますから、今までと同じ

条件というわけにはいかず、現金での決済となる

ケースがほとんどです。このときの資金調達は売掛

金の回収で賄うことになりますので、売掛金を担保

に資金を調達してしまうと、民事再生の申し立てそ

のものができなくなってしまうことになります。ま

た、このように民事再生では、仕入先・得意先の協力

が必要丌可欠となりますので、申し立てたらすぐにで

も個別に説明を行うことも必要です。  

 

前述の通り、債権はカットできますが、担保が

ついている債務は免除(カット)の対象にならず、実

際には担保に提供する資産を売却するか、担保の時価

評価額の全額を支払うかのいずれかとなります。  

 

 

これらは延滞税も含めて全額支払わなければな

りませんので、カットの対象とはなりません。  
 

 

 会社が民事再生により、債務免除を受けても、

保証人の保証債務まで免除されません。 

 ほとんどの代表者が、会社の債務について保証を

していますが、会社が債務免除を受けても、個人の

保証債務には影響は有りません。したがって代表者

は保証債務を履行する必要があります。 

 

 これらの質問は、実際に多くの経営者からい

ただいております。民事再生は、倒産を前提に

進めるわけではありません。イメージでいえば

「緩やかな法律の枠内で私的整理を行っている」

のが民事再生です。 

 事業再生は、出来るだけ早い段階でのシミュ

レーションを行い、多くの選択肢の中から再建

策を選択することが必要です。ご不明な点がご

ざいましたら、ご遠慮なく監査担当者にご相談

ください。 

新潟事務所：西久保 勝郎 

 そもそも民事再生とはどういうものでしょ

うか？  

担保にしている不動産はどうなりますか？ 

税金、社会保険料もカットできますか？ 

 どのような会社が民事再生を申し立てるの

ですか？  

 

 民事再生を申し立てた後の資金の確保、得

意先、仕入先との関係はどうなりますか？ 

 代表者の保証債務は免除されますか？ 
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松 下 幸 之 助 の 言 葉 か ら 学 ぶ  

【さくらマネジメントグループ】 

株 式 会 社  道 央 医 療 コ ン サ ル 

庵 原 宏 章 行 政 書 士 事 務 所 

労 働 保 険 事 務 組 合 道 央 労 務 管 理 協 会 

株 式 会 社  さ く ら 総 合 Ｍ ＆ Ａ セ ン タ ー   

税 理 士 法 人  さ く ら 総 合 会 計 

エ ス ･ バ イ ･ エ ス 事 業 協 同 組 合 

道 央 情 報 サ ー ビ ス 協 同 組 合 

株 式 会 社  エ ス エ ム シ ー 

㈲ 札 幌 ビ ジ ネ ス エ ー ジ ェ ン ト 

株 式 会 社  パ ワ ー コ ン サ ル 

 経営者の方であれば、松下幸之助さんと聞いて、知らない人はいないと思います。松下電器

（現パナソニック）を一代で築き上げた経営者です。 

 経営者としての足跡は言うまでもありませんが、松下幸之助さんは、著書や講演などで、さま

ざまな機会を通して、経営哲学ともいうべき経営のヒントとなる「言葉」を残されています。 

 今回は、松下幸之助さんの「言葉」が集められた経営のヒントとなる著書で、「松下幸之助 

成功の金言365」から、経営者の皆様へ参考となる言葉を御紹介いたします。 

 ᷀ǵ ᵣ ǲǶƲ͉̊ʣǵ ǓǋȒǯדǋȅǠƳ ʴ  

 ǯǋǍȉǵǶƲ♫ ᴣǓʝʠ˲ǋȓǷʝʠ˲ǵⱲ ș ǪǭǋǖȉǵǮǠƳǮǠǒȐƲ

Ⱳ Ǯẋȉ ȓǱǋǯǋǍǯǔȉǉȑȅǠƳ ȓǱǋǒȐǫȐǋƳ ǞǋƳǞǒǞǤǵǫȐǋǯ

ǚȔǓ ǵ ǔǓǋǮǉȒƳ ǓⱲ ǞǱǋǮǵȚǺȑǯȋȓȒ̝ ǱǰǉȑǏǱǋƳ ȓ

ǱǒǪǦȑƲ ǞǦȑǞǭǋȒỡǚǤ ǵỡǮƲǤǚǲ ǯǞǭǵ ǔǓǋǓǉȒƳǤǍ

ǋǍ Ǐ ǲǦǫǚǯǓƲ˹ ǵ ᵣ ǲ ȈȐȓǭǋȒǵǮǶǱǋǮǞȎǍǒƳ 

 ʥ ǯǒ ǯǋǍȉǵǶƲȖȓȖȓ Ǒ˛ǋǓ̸ȑїǞǦȉǵǮǉȒƳ ↑►ᾯȉʝ

ǲǱǪǭǑ˛ǋǲ̸ȑїǞǦȉǵǮǉȒƳǧǒȐǚȓǶⱳǡȖȓȖȓǵ Ʋ Ǐ ǵ

ǲȏǪǭ ǠǚǯǶ֯ ǮǉȒǯǋǍǚǯșƲǚȓǶǶǪǔȑǯ ǞʣǙȐȓȒǯדǍǵǮ

ǉȑȅǠƳ ʴ  

 ẏ ǮǉȓǷƲǚȓǶȉǍȖȓȖȓǵ˲ҘǮǶ֗ǷǱǋǚǯȉǉȒȖǘǮǠǘȓǰȉƲ

ǚȓǶƲ˲ ǮǉȒƳǞǦǓǪǭƲǑ˛ǋǵ ǲȏǪǭ ǠȒǚǯǓǮǔȒȉǵ

ǮǠǒȐƲǚȓǶⱳǡ ȒǵǧȔǍǯƲǤǵȏǍǲדǍǵǮǉȑȅǠƳ 

 あの松下幸之助さんをもってしても、苦しく眠れない、つらい日があった事や、それこそが社

長の生きがいととらえる感覚、そして、不景気というものを人為現象ととらえ、必ず直るのだと

いう考え方を皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。 

出典：「松下幸之助 成功の金言365」PHP出版社 刊 

「「99 月月22 日（心配を背負う）」より日（心配を背負う）」より  

「「1010 月月1212 日（不況）」より日（不況）」より  

 

 時代こそ違いますが、厳しい経営環境にいる現在の経営者の方にも通じる言葉

ではないかと思います。 

 この著書は、365日分毎日1ページ読み切れる読みやすい著書となっており、

その中から2つ御紹介致しました。 


